
1 0 販売取扱所の位置、構造及び設備の基準

1 販売取扱所の区分

販売取扱所は、底舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱

所で、指定数量の倍数により第1種販売取扱所と第2種販売取扱所に区分されている。

販売取扱所においては、その取扱いが顧客を対象とした唐舗におけるものであるこ

とを考慮し、危険物の取扱い量、取扱い内容が限定されているものである日

「庖舗Jとは、建築物内において危険物を販売する施設をいい、容器入りのまま取

扱うように限定されτいることから、原則として詩替えを伴う取扱いは禁じられてい

る。

危険物を容器入りのままで販売する施設としては、塗料底、燃料居、化学薬品底、

農薬販売所などがある。

1. 1 第1穏販売取扱所(指定数量の倍数が 15以下のもの)

(政令第 3条第 2号イ)

1. 2 第2租販売取扱所(指定数量の倍数が 15を超え 40以下のもの)

(政令第 3条第 2号ロ)

販売取扱所
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1 o. 1 第 1種販売取扱所

l 第1種販売取扱所の位置

第1種販売取扱所は、建築物の 1階に設置すること。

(政令第 18条第1項第l号)

※ 第1種販売取扱所は建築物の一部に設けることができ、当該用途に供する部分以

外の部分の用途については特に規定されていない。

※ 第1種販売取扱所は、避難等の防災対策上の観点から地階又は2階以上の階に設

けることができない。

※ 第1種販売取扱所の庖錦部分の位置は、当該取扱所の存する敷地のうち、道路等

に面している場所を選び、奥まった場所を避けることが望ましい。

※ 販売取扱所には、保安距離及び保有空地の規制はない。

2 標識及び掲示板

第1種販売取扱所には、見やすい箇所に第1種販売取扱所である旨を表示した標識

及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(政令第 18条第 1項第2号)

なお、「標識及。t掲示板」は、別記「標識・掲示板j によること。

3 壁の構造

建築物の第 1種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第2

条第7号の 2の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあっては、不燃材料で作ら

れたものに限る。)とすること。ただし、第 1穏販売取扱所の用に供する部分とその他

の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。

(政令第18条第1項第3号)

「耐火構造」及び「不燃材料」は、別記「不燃材料及び耐火構造Jによること。

「準耐火構造」は次によること。

3. 1 建築基準法第2条第 7号の2

壁、柱、床、その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による

延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第9号の三ロ及

び第27条第 1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、

国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

をいう。

3. 2 建築基準法脳内第 107条の 2

建築基準法第2条第7号の 2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

3. 2. 1 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火

熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間、構造耐カ上支障

のある変形、溶解、破壊その他の損傷を生じないものであること。
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壁
間仕切壁(耐力壁に限る) 45分

外壁(耐カ壁に限る) 45分

柱 45分

床 45分

はり 45分

屋根(軒裏を除く) 45分

階段 45分

3. 2. 2 壁、床及び軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られて

いるものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第 115条の2の2第1項および第

129条の2の3第l項において同じ。)Iこあっては、これらに通常の火災による火熱が

加えられた場合に加熱開始後 45分間〔非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部

分以外の部分及び軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られている

ものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあっては、 30分間〕当

該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇

しないものであること。

3. 2. 3 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災によ

る火熱が加えられた場合に、加熱開始後 45分間(非耐カ壁である外壁の延焼のおそ

れのある部分以外の部分及び屋根にあっては、 30分間)屋外に火炎を出す原因となる

き裂その他の損傷を生じさせないものであること。
d 

3. 3 準耐火構造の構造方法

建築基準法第2条第7号の 2の規定に基づく準耐火構造の構造方法は、建設省告示

第 1358号によるとと。

※ 第1種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁(以下「他用途部分

との隔壁」という。)は、特に耐火構造と規定されており、当該他用途部分との隔壁

には開口部を設けることができない。ただし、連絡等のためやむを得ない理由があ

る場合は、自動閉鎖の特定防火設備を設けることができる。

※ 他用途部分との隔壁には、必要最小限の監視用の窓 (30c皿X40c皿程度、はめごろ

しの網入ガラスとし、温度ヒューズ付特定防火設備を設けたもの)を設けることが

できる。

「特定防火設備」は製造所の例による。

※ 建築物の第 1種販売取扱所の用に供する部分に柱を設ける場合は、当該柱の構造

を壁の構造に準じたものとすること。

※ 販売取扱所の雨除け又は日除けを設ける場合、支柱及び枠等は不燃材料とし、覆

いは難燃性以上の防火性能を有するものとすることができる。

4 梁及び天井の構造

建築物の第 1穏販売取扱所の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、

天井を設ける場合にあっては、これを不燃材料で造ること。

(政令第 18条第1項第4号)

※ 梁は、鉄骨等不燃材料で造るほか、耐火構造とすることでもよい。

※ 第 1穫販売取扱所の温度調整等の目的からその室内に天井を設ける場合にあって
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は、不燃材料で造ることとされ℃いる。

※ 「不燃材料J及び「耐火構造」は、別記「不燃材料及び耐火構造」によること。

5 屋根等の構造

建築物の第l種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の

床を耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とし、又は不;撚材料で

造ること。

(政令第 18条第 1項第5号)

「耐火構造」及び「不燃材料」は、_gIJ記「不燃材料及び耐火構造j によること。

※ 第1種販売取扱所の用に供する部分の直上に上階がある場合にあっては、事故発

生時の被害の拡大を防止する目的から上階の床を耐火構造としなければならないニ

ととされている。

6 窓、出入口

建築物の第1穏販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設け

ること。

(政令第18条第 1項第6号)

7 網入ガラス

建築物の第 1種販売取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合

は網入ガラスとすること。

(政令第 18条第 l項第7号)

「網入ガラス」は、製造所の例によること。

※ 窓及び出入口のガラスは、たとえその外部に防火戸を設けた場合でも網入ガラス

としなければならない。

第 1稽販売取扱所の倒

帯留した可燃性の帯無又は可燃性の徴粧を
屋根上に排出する世情

上階の床・酎火構造(上階
がない場合は屋
根を耐火構造瓦
は不燃材料J

壁 l圃園圃耐火構造
L匿E翠E型車耐火構造

出入口 :i~1 防火陵情
'1.ω、ω自動閉舗の特定防火紋冊

窓・防火陵情
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B 電気設備

建築物の第l種販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、政令第9条第 1項第 17

号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

(政令第 18条第 1項第8号)

なお、詳細は、別記「製造所等の電気設備に係る運用基準J(平成 20年 3月 28日付

大消予第87号)によること。

※販売取扱所は、危険物を容器入りのまま取り扱うことが前提であるので、庖舗部

分には可燃性蒸気の滞留するおそれはないが、配合室はそのおそれがあるものと考

えなければならない。したがって、配合室内の電気設備については、防爆構造とす

る必要がある。

9 配合室

危険物を記合する室は、次によること。

(政令第 18条第1項第9号)

9. 1 床面積は、 6m'以上 10m'以下であること。

(政令第 18条第1項第9号イ)

※ 配合室の床面積は、塗料類の配合作業に支障をきたすことがない十分な大きさが

必要であるので、その下限は6m'とされ、一方、配合室内の危険物の総量をできる

だけ制限する観点から、その上限は 10m'とされている。

9. 2 皇室で区画すること。

(政令第 18条第1項第9号ロ)

※ 配合室は壁で区画することとされている。この場合において壁は、政令第四条第

1項第3号の規定により、壁を準耐火構造とすることが必要である。また、配合室

の壁の一部が、隔壁の一部を構成する場合にあっては、その構造を耐火構造とする

ことが必要である。

9. 3 床l士、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かっ、貯

留設備を設けること。

(政令第 18条第1項第9号ハ)

※適当な傾斜とは、概ね 100分の 1の傾斜とする。

9. 4 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

(政令第 18条第1項第9号ニ)

配合室は可燃性蒸気が発生し又は滞留する可能性があるのでj吉錦部分等に可燃性蒸

気が流入しないように、その出入口は随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設

備を設けることとされている。

9. 5 出入日のしきいの高さは、床面から 0.1m以上とすること。

(政令第 18条第1項第9号ホ)

出入口のしきいの高さは、漏えいした危険物又は発生した可燃性蒸気が后舗部分等

へ流出するのを防止オるために、床面から 0.1m以上とすることとされている。

9. 6 内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設け

ること。

(政令第 18条第1項第9号へ)

※ 配合室には、塗料類等の配合又は調合を行う場合に発生する可燃性蒸気又は可燃
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性の微粉を屋根上に排出することができる有効な排出設備を設けることとされてい

る。

排出設備については、 jjlJ記「製造所等の換気設備、可燃性蒸気等の排出設備設置

に係る運用基準J(平成29年3月 14日付大消予第 66号)による。

塗料類等の危険物を取り扱う第1種販売取扱所にあっては、購入者の要求に応じ

塗料類等の配合、調合を行うための配合室が設けられることがあるが、この配合室

においては、危険物を開放状態で取り扱うこととなることから、その構造及ひ被備

について厳しく規制されている。

配合室の段置倒

(その他の古都卦)

陣戸貯(た留め睦ま備す朗 自p 盛でE画する

ii;臨

-函・霞・翠圃掴 耐箪火耐構火構造造の隔壁
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10. 2 第2種販売取扱所

1 第2種販売取扱所

第2種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号、第2号及

び第 7号から第9号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

(政令第 18条第2項)

政令第18条第2項において準用する政令第 18条第1項の基準の概要

適 用規定 規定の内容

第l項第l号 位置

第l項第2号 標識・掲示板

第1項第7号 出入口に用いる網入ガフス

第1項第8号 電気設備

第1項第9号 配合室

2 皇室等の構造

建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造と

するとともに、天井を設ける場合にあっては、これを不燃材料で造ること。

(政令第 18条第2項第1号)

「耐火構造J及び「不燃材料」は、別記「不燃材料及び耐火構造」によるとと。

※ 第2穏販売取扱所は、第l種販売取扱所に比べ危険物の取扱量が多いため、近接

の建築物への被害を防止する必要があり、構造等が厳しく規制されている。

第1種販売取扱所と異なる点として天井以外を耐火構造とすることとされている。

3 上階の床の構造等

建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の

床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、

上階のない場合にあっては、屋根.を耐火構造とすること。

(政令第 18条第2項第2号)

「耐火構造Jは、別記「不燃材料及び耐火構造」によること。

※ 第2種販売取扱所の用に供する部分の直上に上階がある場合にあっては、上階の

床を耐火構造とするとともに上階への延焼を防止するための措置を講ずることとさ

れている。

※ 上階への延焼を防止するための措置としては、次のような方法がある。

① 上階との聞に延焼防止上有効な耐火構造のひさしを設ける。なお、ひさしの突

き出し長さを O.9m以上とする。
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( 1 )特定防火設備及び防火設備は、製造所の例による。

(2) r延焼のおそれのある壁又はその部分」は、別記「延焼のおそれのある部分等Jに

よること。

「延焼のおそれのあ号壁又はその部分」及び「延焼のおそれのない

部分」の倒

道路 延燐のおそ札のない部企

1O.9mI L'/ tO.9m.i 防火帥

「〆
(隣接家屋) 二〆

延焼のおそれの
ある部分

第2種販売取扱所

住宅部分
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上階へ白延焼を防止するための措置倒

ひさし提出しー→r，

長さO.9m以上

?今A

遭 時

I 
第2臨腕踊|

その弛の蜘 ? 
」→A白

平面図

A-A'閉園田

前火構造のひさし

ト酎火構造の壁

仁口口

阜商図

② 上階の外壁が防火構造であり、かっ、第2種販売取扱所の関口部に面する側の

直下階の開口部lこ、はめごろしの防火設備を設ける。

※ 上階がない場合にあっては、屋根を耐火構造とすることとされている。これは、

第2種販売取扱所が、住居等が併設された建築物の一部に設置されることが多いこ

とに鑑み、義務付けられている要件である。

4 窓の構造

建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれの

ない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けるこ

と。

(政令第 18条第2項第3号)

防火設備は、製造所の例によること。

※ 第 2種販売取扱所における窓は、火災時等において延焼防止の経路となる可能性

があることに鑑み、延焼のおそれのない部分に限り設けることができることとされ、

窓には、防火設備を設けることとされている。

※ 「延焼のおそれのない部分Jとは、別記「延焼のおそれのある部分等」の f延焼

のおそれのある部分」以外の部分とする。

ただし、当該取扱所の両側に近接する建築物どの間隔が O.9m未満である取扱所

の部分は、延焼のおそれのある部分として取り扱うこと。

5 出入口の構造

建築物の第2穏販売取扱所の用に供する部分の出入口には、防火設備を設けること。

ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口に

は、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。

(政令第 18条第2項第4号)
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